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市長の給料月額 改定率について

一般職の職員の給与改定の状況

①一般職の改定率の累計（平成１９年度から令和７年度まで）８．７３％

② （令和 ４年度から令和７年度まで）７．７５％

給料月額

③中核市の人口上位１０市における平均給料月額 ：1,135,200円【 5.50% 】

④給料月額が本市より上位の中核市（２９市）の平均額 ：1,126,400円【 4.68% 】

給料月額以外の項目で、本市より上位の中核市の平均額

⑤月収 (給料月額＋地域手当)  （上位 ６市） ：1,105,200円【 2.71% 】

⑥年収 (月収×１２月＋期末手当)（上位 ４市） ：1,092,200円【 1.51% 】

⑦任期総額(年収×４年＋退職手当） （上位１１市） ：1,117,200円【 3.83% 】

各項目の平均額を
給料月額に換算

市長の給料月額【現在】：1,076,000円
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改定率①～⑦ 各項目との比較 

 ⑴給料月額 ⑵月収 

（⑴＋地域手当） 

⑶年収 

（⑵×１２月＋期末手当） 

⑷任期総額 

（⑶×４年＋退職手当） 

現行 1,076,000 円【30 位】 1,205,120 円【 7 位】 21,113,702 円【 5 位】 107,179,928 円【12 位】 

①8.73% 1,169,900 円【 7 位】 1,310,288 円【 1 位】 22,956,246 円【 1 位】 116,533,274 円【 2 位】 

②7.75% 1,159,400 円【 7 位】 1,298,528 円【 2 位】 22,750,211 円【 1 位】 115,487,374 円【 3 位】 

③5.50% 1,135,200 円【11 位】 1,271,424 円【 2 位】 22,275,348 円【 1 位】 113,076,812 円【 4 位】 

④4.68% 1,126,400 円【13 位】 1,261,568 円【 2 位】 22,102,671 円【 2 位】 112,200,254 円【 4 位】 

⑦3.83% 1,117,200 円【17 位】 1,251,264 円【 2 位】 21,922,145 円【 2 位】 111,283,840 円【 5 位】 

⑤2.71% 1,105,200 円【19 位】 1,237,824 円【 3 位】 21,686,676 円【 2 位】 110,088,524 円【 8 位】 

⑥1.51% 1,092,200 円【24 位】 1,223,264 円【 4 位】 21,431,585 円【 2 位】 108,793,600 円【 9 位】 

【参考】 

千葉市 1,317,000 円 23,073,840 円【 2 位】 125,799,840 円【 3 位】 
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市長の退職手当 経緯

経緯

①平成２４年度に、国の改正により「一般職の退職手当
の支給水準を段階的に減額（Ｈ２５～２７）していく」
こととなった。

②平成２５年度の報酬審の答申を受けて、市長の退職手
当の支給率が２０％の引下げとなった。

③平成２９年度の国の改正に伴い「一般職の退職手当の
支給率が引き下げ（Ｈ３０～）」となり、平成２４年度
の引下げと併せて１９．５２％の引下げとなった。

④令和３年度の報酬審の答申を受けて、市長の退職手当
の支給率は据え置きとなった。

今後の見通し

●令和９年度に内閣人事局が官民比較の調査を実施する予定。

※令和４年度は官民較差が小さく、国の改正はなかった。
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市長の退職手当 試算額


